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   平成３１年第１回朝霞市議会定例会提出議案一覧表

議案第１号   平成３１年度（２０１９年度）朝霞市一般会計予算

議案第２号   平成３１年度（２０１９年度）朝霞市国民健康保険特別会計予算

議案第３号   平成３１年度（２０１９年度）朝霞市朝霞都市計画下水道事業特

別会計予算

議案第４号   平成３１年度（２０１９年度）朝霞市介護保険特別会計予算

議案第５号   平成３１年度（２０１９年度）朝霞市後期高齢者医療特別会計予

        算

議案第６号   平成３１年度（２０１９年度）朝霞市水道事業会計予算

議案第７号   平成３０年度朝霞市一般会計補正予算（第３号）

議案第８号   平成３０年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議案第９号   平成３０年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算

        （第３号）

議案第１０号  平成３０年度朝霞市介護保険特別会計補正予算（第２号）

議案第１１号  平成３０年度朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第１２号  朝霞市地域福祉計画推進委員会条例の一部を改正する条例

議案第１３号  職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条

例

議案第１４号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例

議案第１５号  朝霞市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

議案第１６号  朝霞市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例

議案第１７号  朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

議案第１８号  朝霞市児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例

議案第１９号  朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例
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議案第２０号  朝霞市産業振興基本計画策定委員会条例の一部を改正する条例

議案第２１号  朝霞市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに

水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例

議案第２２号  朝霞市消防団条例の一部を改正する条例

議案第２３号  朝霞市地域公共交通協議会条例

議案第２４号  朝霞市産業振興条例

議案第２５号  市道路線の廃止について

議案第２６号  市道路線の認定について

議案第２７号  市道路線の認定について

議案第２８号  市道路線の認定について

議案第２９号  公平委員会委員選任に関する同意を求めることについて

議案第３０号  固定資産評価審査委員会委員選任に関する同意を求めることにつ

いて

議案第３１号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第３２号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第３３号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第３４号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第３５号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第３６号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第３７号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第３８号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第３９号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第４０号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第４１号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第４２号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて
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議案第４３号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第４４号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第４５号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第４６号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第４７号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第４８号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第４９号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第５０号  農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

議案第５１号  朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

        



議案第１２号

朝霞市地域福祉計画推進委員会条例の一部を改正する条例

朝霞市地域福祉計画推進委員会条例（平成２５年朝霞市条例第８号）の一部

を次のように改正する。

第２条中「朝霞市地域福祉計画（以下「計画」という。）を円滑かつ適切に

実施し、地域福祉の充実を図る」を「社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）

第１０７条の規定に基づく朝霞市地域福祉計画（以下「計画」という。）の策

定及び推進に関し必要な事項を調査審議する」に改める。

第３条各号を次のように改める。

（1） 計画の策定又は変更に関すること。

（2） 計画の進捗状況の確認及び評価に関すること。

（3） 前２号に掲げるもののほか、計画の推進に関すること。

第４条第１項中「１５人」を「１８人」に改め、同条第２項第３号を次のよ

うに改める。

（3） 市民団体の代表者

第６条第１項中「５年」を「２年」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（朝霞市地域福祉計画策定委員会条例の廃止）

２ 朝霞市地域福祉計画策定委員会条例（平成２６年朝霞市条例第４０号）は、

廃止する。

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２

年朝霞市条例第２号）の一部を次のように改正する。

  別表朝霞市地域福祉計画策定委員会の項を削る。

平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則  

）



議案第１３号

   職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成８年朝霞市条例第２１号

の一部を次のように改正する。

第８条に次の１項を加える。

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間に

おける勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則

）



議案第１４号

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年

朝霞市条例第２号）の一部を次のように改正する。

別表農業委員会の項中

4 万 3,000 円 4 万 3,000 円
月額報酬の
ほか、年額
報酬として
農地等の利
用の最適化
の推進の実
績に応じ予
算の範囲内
で市長が定
め .る .額

3 万 9,000 円 を 3 万 9,000 円 に改める。

3 万 6,000 円 3 万 6,000 円

あ
別表就学支援委員会の項の次に次のように加える。

学校運営協議会 委員 年額 1万2,000円 2,400円

旅費条例を適

用し、市長等

の例により算

出した額

実費 2,400円 1万5,000円

別表学校医の項中「２１万１，０００円」を「２１万５，０００円」に、「

１７０円」を「１７３円」に、「１万６，０００円」を「１万６，３００円」

に、「９，１００円」を「９，３００円」に改め、同表学校歯科医の項中「２

１万１，０００円」を「２１万５，０００円」に、「１７０円」を「１７３円

に改め、同表学校薬剤師の項中「１２万８，０００円」を「１３万１，０００

円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表農業委員会の項、学校医の項、学校歯科医の項及び学校薬剤

師の項の規定は、この条例の施行の日以後に従事した職務に係る報酬につい

て適用し、同日前に従事した職務に係る報酬については、なお従前の例によ

る。

平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則  

「              「              

」             」     

」



議案第１５号

朝霞市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

朝霞市国民健康保険税条例（昭和３３年朝霞市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第２項ただし書及び第１２条中「５４万円」を「５８万円」に改める。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の朝霞市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。

平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則



議案第１６号

   朝霞市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例

朝霞市民会館設置及び管理条例（昭和５１年朝霞市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。

第２条第２号中「その他」を「前号に掲げるもののほか、」に改める。

第８条第２項第４号及び第１０条第１項第４号中「その他」を「前３号に掲

げるもののほか、」に改める。

別表第１項中「リハーサル室（全体）」を「リハーサル室（１）・（２）」

に、
リハーサル室（２） ３，１００円 ３，６００円 ４，１００円 １０，８００円

リハーサル室（２） ３，１００円 ３，６００円 ４，１００円 １０，８００円

リハーサル室（３） ３，１００円 ３，６００円 ４，１００円 １０，８００円

改め、同表第２項に次のように加える。
５０１号室 ２，０００円 ２，８００円 ３，４００円 ８，２００円

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年５月１日から施行する。ただし、附則第３項の規

定は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に改正前の朝霞市民会館設置及び管理条例の規定に

よりした処分その他の行為は、改正後の朝霞市民会館設置及び管理条例（以

下「改正後の条例」という。）の相当規定によりした処分その他の行為とみ

なす。

（準備行為）

３ 改正後の条例に規定するリハーサル室（３）及び５０１号室の使用の許可

その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則

「

「

」

」
に

を



議案第１７号

朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例

朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年朝霞市条例第３４号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「朝霞市保育園等運営審議会条例（平成２５年朝霞市条例第

９号）に基づく朝霞市保育園等運営審議会」を「朝霞市子ども・子育て会議条

例（平成２５年朝霞市条例第５１号）に基づく朝霞市子ども・子育て会議」に

改める。

   附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則



議案第１８号

   朝霞市児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例

朝霞市児童館設置及び管理条例（平成８年朝霞市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。

第２条の表に次のように加える。

朝霞市ほんちょう児童館 朝霞市本町２丁目３番２２号

第３条第２号中「及び」を「、」に改め、同条第３号中「その他」を「前２

号に掲げるもののほか、」に改める。

第５条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

６ 朝霞市ほんちょう児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、５月５

日を除く。

（1） 休日

（2） ５月７日

（3） 木曜日。ただし、前２号に掲げる休館日に当たるときは、その日後にお

いて、その日に最も近い休館日でない日

（4） １月２日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで

第６条ただし書を次のように改める。

○○ただし、朝霞市ほんちょう児童館の利用時間は、午前９時３０分から午後

８時まで（小学生以下の児童が利用する場合は、午前９時３０分から午後５

時３０分まで）とする。

第６条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市

長の承認を得て児童館の利用時間を変更することができる。

第９条第４号中「その他」を「前３号に掲げるもののほか、」に改める。

   附 則

この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則



議案第１９号

朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例

朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成１０年朝霞市条例第

３５号）の一部を次のように改正する。

第３２条第６号中「短期大学」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課

程を含む。）」を、「卒業した」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課

程を修了した場合を含む。）」を加え、同条第７号中「短期大学」の次に「（

同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）」を、「卒業した」の次に「（

同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）」を加える。

   附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則



議案第２０号

   朝霞市産業振興基本計画策定委員会条例の一部を改正する条例

朝霞市産業振興基本計画策定委員会条例（平成２９年朝霞市条例第１０号）

の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

   朝霞市産業振興基本計画推進委員会条例

第１条中「朝霞市産業振興基本計画策定委員会」を「朝霞市産業振興基本計

画推進委員会」に改める。

第２条中「の策定」の次に「、変更、進捗管理等」を加え、「朝霞市産業振

興基本計画策定委員会」を「朝霞市産業振興基本計画推進委員会」に改める。

第３条第１号中「策定」の次に「及び変更」を加え、同条第２号中「前号」

を「前２号」に改め、「の策定」を削り、同号を同条第３号とし、同条第１号

の次に次の１号を加える。

（2） 基本計画の進捗管理等に関すること。

第６条第１項中「委嘱の日から基本計画を策定する日まで」を「２年以内」

に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、再任を妨げない。

  附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２

年朝霞市条例第２号）の一部を次のように改正する。

  別表中「朝霞市産業振興基本計画策定委員会」を「朝霞市産業振興基本計

画推進委員会」に改める。

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則  

）



議案第２１号

   朝霞市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例

朝霞市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例（平成２４年朝霞市条例第３７号）の一部を次の

ように改正する。

第３条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程を

含む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した後）」を加え、同条第７号中「又は水道環境」を削る。

第４条第２号中「卒業した後」の次に「（学校教育法による専門職大学の前

期課程にあっては、修了した後）」を、「同条第３号に規定する学校を卒業し

た者」の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）

を加え、同条第３号中「卒業した」の次に「（当該学科目を修めて学校教育法

に基づく専門職大学の前期課程（以下この号において「専門職大学前期課程」

という。）を修了した場合を含む。）」を、「同条第３号に規定する学校の卒

業者」の次に「（専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。）

を加える。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条

第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者

であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の第３条第７

号の規定の適用については、同法第４条第１項の規定による第２次試験のう

ち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及

び工業用水道を選択したものとみなす。

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則

」

」



議案第２２号

朝霞市消防団条例の一部を改正する条例

朝霞市消防団条例（昭和３６年朝霞市条例第９号）の一部を次のように改正

する。

第４条第１号中「居住している」を「居住し、又は勤務している」に改める。

第７条第１項中「戒告、停職」を「戒告し、停職し、」に改める。

第１２条第１号中「挺して」を「ていして」に改め、同条第２号中「もと」

を「下」に改め、同条第３号中「慎しまなければ」を「慎まなければ」に改め、

同条第５号中「饗応接待」を「供応接待」に改める。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則
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議案第２３号

   朝霞市地域公共交通協議会条例

（目的）

第１条 この条例は、朝霞市地域公共交通協議会の設置、組織及び運営に関す

る事項を定めることを目的とする。

（設置）

第２条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９

号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき地域公共交通網形成

計画の作成その他の地域公共交通に関する施策について必要な協議を行うと

ともに、地域住民の生活に必要な旅客運送の確保その他の旅客の利便の増進

を図るために必要な協議を行うため、朝霞市地域公共交通協議会（以下「協

議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第３条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

（1） 法第５条第１項に規定する地域公共交通網形成計画に関すること。

（2） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客の運送の態様、運賃、料金等に関す

ること。

（3） 地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保のために必要な協議に関するこ

と。

（4） 前３号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。

（組織）

第４条 協議会は、委員３５人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

（1） 市の議会の建設常任委員会の委員

（2） 市職員

（3） 関係する公共交通事業者等の代表者又はその指名を受けた者

（4） 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する

団体の代表者又はその指名を受けた者

（5） 関係行政機関の職員

（6） 市内の公共的団体の代表者又はその指名を受けた者

（7） 学識経験を有する者

（8） 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

（9） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
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（会長及び副会長）

第５条 協議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定

める。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（任期）

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若

しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

（部会）

第８条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に諮って部会を置くこと

ができる。

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

４ 部会長は、部会の事務を総理する。

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務

を代理する。

（庶務）

第９条 協議会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課において処理する。

（雑則）

第１０条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

会長が協議会に諮って定める。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（朝霞市内循環バス検討委員会条例の廃止）

２ 朝霞市内循環バス検討委員会条例（平成２５年朝霞市条例第２５号）は、

廃止する。

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 ）
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３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２

年朝霞市条例第２号）の一部を次のように改正する。

  別表市内循環バス検討委員会の項を次のように改める。

地域公共交通

協議会
委員 日額 8,000円 2,400円

旅費条例を適

用し、市長等

の例により算

出した額

実費 2,400円 1万5,000円

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則
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議案第２４号

   朝霞市産業振興条例

本市は、「彩夏祭」に代表される市民の活力、「むさしのフロントあさか」

に象徴される武蔵野の面影が残る豊かな自然、そして、交通の高い利便性が調

和した緑豊かな住宅都市として大きく飛躍し、その魅力を向上させてきた。

このような朝霞の発展に呼応し、市内では様々な産業活動が営まれてきたが、

社会、経済が目まぐるしく変化し、人々の意識や生活様式の多様化が進み、事

業者、特に本市の産業の中核をなす小規模企業者は、厳しい経営環境に置かれ

ている。

こうした中で、産業の振興は、独立した事業者の自主的な努力が助長される

ことを旨とし、多様な事業者の活力ある成長発展を図るため、事業者、産業団

体、市民及び市が一体となって推進される必要がある。

よって、ここに本市の産業を振興していくための理念や役割等を明らかにし、

産業の振興と地域の活性化のためにこの条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、本市の商業、農業、工業等の産業振興に関し、基本理念、

市の責務、事業者の役割等を定めることにより、これを総合的かつ計画的に

推進し、地域経済の活性化を図り、もって豊かな市民生活及び地域の活力の

創出を目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

（1） 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業を営むものをいう。

（2） 市内小規模企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２

条第５項に規定する小規模企業者で、市内において事業を営むものをいう。

（3） 産業団体 事業者の支援を行い、かつ、地域経済の活性化又は産業振興

を目的とする事業者等によって組織された団体で、商工会、農業協同組合

その他の団体をいう。

（4） 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

（基本理念）

第３条 産業振興は、事業者の自助努力及び創意工夫を尊重しながら、事業者、

産業団体、市民及び市との相互の連携及び協働により推進されなければなら

ない。
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（市の責務）

第４条 市は、市内小規模企業者その他の事業者の現状を把握し、産業振興施

策を総合的かつ効果的に実施しなければならない。

２ 市は、産業振興施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努

めるものとする。

３ 市は、国、埼玉県その他の関係機関の実施する施策等に関する情報を収集

し、及び市の施策等の情報を当該機関、事業者、産業団体等に提供するよう

努めるとともに、当該機関等との連携を図るよう努めるものとする。

４ 市は、自らが発注する工事並びに物品及び役務の調達に当たっては、市内

小規模企業者その他の事業者の受注機会の確保に努めるものとする。

（計画の策定）

第５条 市は、第３条の基本理念にのっとり、産業振興施策に係る計画を策定

しなければならない。

（事業者の役割）

第６条 事業者は、自らの事業活動を通じて、地域の雇用の創出や地域経済の

活性化に貢献するよう努めるものとする。

２ 事業者は、産業団体に加入するよう努めるとともに、産業団体が行う活動

に協力し、及び産業団体と連携するよう努めるものとする。

３ 事業者は、地域社会の一員であることを認識し、活力のある地域社会の実

現に貢献するよう努めるものとする。

（産業団体の役割）

第７条 産業団体は、事業者が自ら経営の向上及び改善並びに円滑な事業活動

を行えるよう必要な支援及び環境整備に努めるものとする。

２ 産業団体は、組織力強化のため、事業者の当該産業団体への加入を促進す

るよう努めるものとする。

３ 産業団体は、自ら行う事業活動を通じ、地域経済及び地域社会に貢献する

よう努めるものとする。

４ 産業団体は、市が行う産業振興施策について市と連携するとともに、当該

施策の実施に当たっては、市と協働するよう努めるものとする。

（市民の協力）

第８条 市民は、市内小規模企業者その他の事業者に対する支援や産業振興が

地域経済の活性化及び豊かな市民生活の実現に寄与することに鑑み、市内の

産業の持続的な発展に協力するよう努めるものとする。

（委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
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市長が別に定める。

   附 則

この条例は、公布の日から施行する。

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則



議案第２５号

   市道路線の廃止について

市道路線を次のとおり廃止するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により議会の議決を求める。

路 線 名 起    点 終    点

市 道 第 ８ ３ 号 線
朝霞市根岸台５丁目

７４３番１地先

朝霞市根岸台５丁目

１１８３番２地先

市 道 第 ８ ４ 号 線
朝霞市根岸台５丁目

１２５８番１地先

朝霞市根岸台５丁目

１２５７番地先

市 道 第 ８ ５ 号 線
朝霞市根岸台５丁目

１１８３番１地先

朝霞市根岸台５丁目

７５６番２地先

市 道 第 ８ ６ 号 線
朝霞市根岸台５丁目

７６０番１地先

朝霞市根岸台５丁目

１２８１番３地先

市 道 第 ８ ７ 号 線
朝霞市根岸台５丁目

１２８７番４地先

朝霞市根岸台５丁目

１２６９番２地先

市 道 第 ８ ８ 号 線
朝霞市根岸台５丁目

１２９４番２地先

朝霞市根岸台５丁目

１２６７番２地先

市道第１５４号線
朝霞市根岸台４丁目

１２３２番１地先

朝霞市根岸台４丁目

１３３３番１地先

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則



議案第２６号

   市道路線の認定について

市道路線を次のとおり認定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。

路 線 名 起    点 終    点

市道第１８０４号線
朝霞市根岸台４丁目

１３２９番１地先

朝霞市根岸台４丁目

１３２９番２地先

市道第１８０５号線
朝霞市根岸台４丁目

１３２５番４地先

朝霞市根岸台４丁目

１３３１番２地先

市道第１８０６号線
朝霞市根岸台５丁目

１２８４番１地先

朝霞市根岸台４丁目

１３３３番１地先

市道第１８０７号線
朝霞市根岸台５丁目

７５１番７地先

朝霞市根岸台５丁目

１２７２番７地先

市道第１８０８号線
朝霞市根岸台５丁目

７５１番１地先

朝霞市根岸台５丁目

７５５番１地先

市道第１８０９号線
朝霞市根岸台５丁目

１１８３番１２地先

朝霞市根岸台５丁目

７５７番２地先

市道第１８１０号線
朝霞市根岸台５丁目

１２７３番１地先

朝霞市根岸台５丁目

７５１番８地先

市道第１８１１号線
朝霞市根岸台５丁目

１２８０番８地先

朝霞市根岸台５丁目

１２８１番３地先

市道第１８１２号線
朝霞市根岸台５丁目

１２８３番３地先

朝霞市根岸台５丁目

１２８２番１地先

市道第１８１３号線
朝霞市根岸台５丁目

１２７３番１地先

朝霞市根岸台５丁目

１２８３番１地先

市道第１８１４号線
朝霞市根岸台５丁目

１２６２番地先

朝霞市根岸台５丁目

７５９番１地先

市道第１８１５号線
朝霞市根岸台５丁目

１２６９番２地先

朝霞市根岸台５丁目

１２８７番４地先

市道第１８１６号線
朝霞市根岸台５丁目

１２６９番３地先

朝霞市根岸台５丁目

１２９３番１地先

市道第１８１７号線
朝霞市根岸台５丁目

１２６７番２地先

朝霞市根岸台５丁目

１２９４番２地先

  平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則



議案第２７号

   市道路線の認定について

市道路線を次のとおり認定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。

路 線 名 起    点 終    点

市道第８７３号線
朝霞市根岸台７丁目

１４０２番１地先

朝霞市根岸台７丁目

１４０２番８地先

市道第２３９７号線
朝霞市宮戸３丁目

５２２番１地先

朝霞市宮戸３丁目

５２２番６地先

市道第２３９８号線
朝霞市宮戸４丁目

６０６番２０地先

朝霞市宮戸４丁目

５７８番１地先

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則  



議案第２８号

   市道路線の認定について

市道路線を次のとおり認定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。

路 線 名 起    点 終    点

市道第２３９９号線
朝霞市宮戸２丁目

９７０番１地先

朝霞市宮戸２丁目

９８８番地先

  平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則



議案第２９号

   公平委員会委員選任に関する同意を求めることについて

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第１項の規定に基づ

く公平委員会委員のうち１人の任期が平成３１年６月２８日をもって満了する

ので、次の者を選任したいから同条第２項の規定により議会の同意を求める。

   朝霞市栄町３丁目１番２２－６１０号

   藤原 ユキ子

   昭和１７年１月２８日生（７７歳）

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則



経  歴  書

朝霞市栄町３丁目１番２２－６１０号

藤原 ユキ子

学 歴

大学卒

公職歴

昭和４６年 ４ 月

平成 ５ 年 ３ 月

平成 ９ 年 １ 月

平成 ９ 年 ３ 月

平成１０年 ４ 月

平成１１年 ３ 月

平成１１年 ４ 月

平成１４年 ３ 月

平成１４年１１月

平成２６年１１月

平成１７年 ６ 月

現 在 に 至 る

資格等

中学校教諭一種免許

）朝霞市立朝霞第五中学校長

）埼玉県公立中学校教諭

）朝霞市立朝霞第四小学校教頭

）朝霞市立朝霞第九小学校教頭

）朝霞市情報公開・個人情報保護審議会委員

）朝霞市公平委員会委員



議案第３０号

   固定資産評価審査委員会委員選任に関する同意を求めることについて

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第２項の規定に基づく固

定資産評価審査委員会委員のうち１人の任期が平成３１年６月２７日をもって

満了するので、次の者を選任したいから同条第３項の規定により議会の同意を

求める。

朝霞市根岸台７丁目２番２２号

鈴木 康宏

昭和４３年３月２４日生（５０歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市根岸台７丁目２番２２号

鈴木 康宏

学 歴

大学卒

職 業

農業

その他の経歴

平成 ２ 年 ４ 月

平成１３年 ８ 月

平成１４年 ９ 月

平成１８年１２月

平成１９年 １ 月

現 在 に 至 る

）ヒットユニオン株式会社

）株式会社埼玉ライフケアサービス

）農業に従事



議案第３１号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市宮戸３丁目１１番６２号

高橋 隆

昭和２５年４月１３日生（６８歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市宮戸３丁目１１番６２号

高橋 隆

  写 真

学 歴

短期大学卒

職 業

農業

公職歴

平成２２年 ３ 月

現 在 に 至 る

平成２５年 ３ 月

現 在 に 至 る

その他の経歴

昭和５４年１２月

現 在 に 至 る

平成２６年１０月

現 在 に 至 る

平成３０年 ４ 月

現 在 に 至 る

）農業に従事

）朝霞市農業委員会委員

）朝霞市農業委員会会長

）あさか野農業協同組合朝霞地区資産管理部会監査

）あさか野農業協同組合宮戸久保支部支部長



議案第３２号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市根岸台６丁目８番３０号

斉藤 義之

昭和２９年１２月１９日生（６４歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市根岸台６丁目８番３０号

斉藤 義之

  写 真

学 歴

大学卒

職 業

農業

公職歴

平成２８年 ４ 月

現 在 に 至 る

その他の経歴

平成 ２ 年 ５ 月

現 在 に 至 る

平成２４年 ４ 月

平成２６年 ３ 月

平成２６年 ４ 月

平成２８年 ３ 月

平成２６年 ５ 月

平成２８年 ５ 月

）農業に従事

）朝霞市農業委員会委員

）あさか野農業協同組合東南部支部支部長

）あさか野農業協同組合東南部支部協力員

）東水利組合副理事



議案第３３号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市大字下内間木２３番地の１

神山 茂

昭和３２年６月１４日生（６１歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市大字下内間木２３番地の１

神山 茂

  写 真

学 歴

高校卒

職 業

農業

公職歴

平成２８年 ４ 月

現 在 に 至 る

その他の経歴

平成２０年１０月

現 在 に 至 る

平成２５年 ４ 月

平成２７年 ３ 月

）農業に従事

）朝霞市農業委員会委員

）あさか野農業協同組合下内間木支部会計



議案第３４号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市根岸台８丁目８番２６号

秋山 磨弥

昭和４８年１０月１２日生（４５歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市根岸台８丁目８番２６号

秋山 磨弥

  写 真

学 歴

短期大学卒

職 業

農業

公職歴

平成２８年 ４ 月

現 在 に 至 る

その他の経歴

平成１０年１０月

現 在 に 至 る

平成１１年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成２４年 １ 月

平成２６年 ３ 月

平成２７年 ４ 月

平成２８年 ３ 月

）農業に従事

）朝霞市農業委員会委員

）若菜会会員

）あさか野農業協同組合女性部朝霞支部副支部長

）若菜会会計監査



議案第３５号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市大字上内間木８０３番地

野島 一

昭和２２年１２月１日生（７１歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市大字上内間木８０３番地

野島 一

  写 真

学 歴

中学校卒

職 業

農業

その他の経歴

昭和５８年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成２９年 ４ 月

平成３０年 ３ 月

）農業に従事

）あさか野農業協同組合上内間木支部支部長



議案第３６号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市田島１丁目１５番１６号

髙野 正芳

昭和２３年９月２０日生（７０歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市田島１丁目１５番１６号

髙野 正芳

  写 真

学 歴

高校卒

職 業

農業

公職歴

昭和４２年 ３ 月

平成１０年 ９ 月

平成１０年１０月

平成２０年 ３ 月

その他の経歴

平成２０年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成２７年 ４ 月

平成２８年 ３ 月

）農業に従事

）あさか野農業協同組合田島支部支部長

）朝霞市職員

）朝霞地区一部事務組合職員



議案第３７号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市大字下内間木３０３番地の２

伊藤 久行

昭和２３年１２月７日生（７０歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市大字下内間木３０３番地の２

伊藤 久行

  写 真

学 歴

中学校卒

職 業

農業

その他の経歴

昭和４７年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成２１年 ４ 月

平成２３年 ３ 月

平成２６年 ６ 月

現 在 に 至 る

）農業に従事

）あさか野農業協同組合下内間木支部支部長

）あさか野農業協同組合理事



議案第３８号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市溝沼６丁目２２番２２号

岡野 茂

昭和２４年１月１日生（７０歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市溝沼６丁目２２番２２号

岡野 茂

  写 真

学 歴

高校卒

職 業

農業

その他の経歴

昭和４２年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成２０年 ６ 月

平成２３年 ６ 月

平成２６年 ４ 月

平成２７年 ３ 月

）農業に従事

）あさか野農業協同組合理事

）あさか野農業協同組合溝沼第三支部支部長



議案第３９号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市泉水１丁目８番１５号

髙橋 実

昭和２７年３月２０日生（６６歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市泉水１丁目８番１５号

髙橋 実

  写 真

学 歴

高校卒

職 業

農業

その他の経歴

平成１０年 ５ 月

現 在 に 至 る

平成２４年 ４ 月

平成２５年 ３ 月

平成２６年 ４ 月

平成２７年 ３ 月

平成２８年 ４ 月

平成２９年 ３ 月

平成３０年 ４ 月

現 在 に 至 る

）農業に従事

）あさか野農業協同組合下の原支部協力員

）あさか野農業協同組合下の原支部支部長

）あさか野農業協同組合下の原支部支部長

）あさか野農業協同組合下の原支部副支部長



議案第４０号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市浜崎３丁目３番３０号

小寺 昌

昭和２９年８月４日生（６４歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市浜崎３丁目３番３０号

小寺 昌

  写 真

学 歴

高校卒

職 業

農業

その他の経歴

平成２４年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成３０年 ４ 月

現 在 に 至 る

）農業に従事

）あさか野農業協同組合浜崎上支部支部長



議案第４１号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市岡３丁目１４番２号

比留間 基好

昭和３１年６月６日生（６２歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市岡３丁目１４番２号

比留間 基好

  写 真

学 歴

大学卒

職 業

農業

公職歴

昭和５４年 ４ 月

平成１８年１０月

その他の経歴

平成１８年１０月

現 在 に 至 る

平成２２年 ４ 月

平成２３年 ３ 月

平成２５年 ４ 月

平成２６年 ３ 月

平成２６年 ６ 月

平成２９年 ５ 月

平成２９年 ４ 月

平成３０年 ３ 月

平成２９年 ６ 月

現 在 に 至 る

）あさか野農業協同組合岡支部協力員

）新座市職員

）あさか野農業協同組合岡支部副支部長

）あさか野農業協同組合理事

）あさか野農業協同組合岡支部支部長

）埼玉県農業共済組合朝霞市総代

）農業に従事



議案第４２号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市溝沼６丁目４番１０号

橋本 広明

昭和３１年１２月１８日生（６２歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市溝沼６丁目４番１０号

橋本 広明

  写 真

学 歴

専門学校卒

職 業

農業

その他の経歴

平成１４年 １ 月

現 在 に 至 る

平成２９年 ４ 月

平成３０年 ３ 月

平成３０年 ４ 月

現 在 に 至 る

）農業に従事

）あさか野農業協同組合溝沼第四支部副支部長

）あさか野農業協同組合溝沼第四支部支部長



議案第４３号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市岡１丁目７番４７号

飯倉 裕明

昭和３３年１２月２４日生（６０歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市岡１丁目７番４７号

飯倉 裕明

  写 真

学 歴

高校卒

職 業

農業

その他の経歴

昭和５３年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成２３年 ４ 月

平成２４年 ３ 月

平成２８年 ４ 月

平成２９年 ３ 月

）農業に従事

）あさか野農業協同組合岡支部協力員

）あさか野農業協同組合岡支部支部長



議案第４４号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市溝沼４丁目８番３６号

浅川 秀雄

昭和３４年２月１３日生（６０歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市溝沼４丁目８番３６号

浅川 秀雄

  写 真

学 歴

大学卒

職 業

農業

その他の経歴

平成１１年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成２３年 ４ 月

平成２４年 ３ 月

）農業に従事

）あさか野農業協同組合溝沼第二支部支部長



議案第４５号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市大字浜崎２２８番地の１

大貫 善弘

昭和３４年５月１７日生（５９歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市大字浜崎２２８番地の１

大貫 善弘

  写 真

学 歴

高校卒

職 業

農業

公職歴

昭和５３年 ４ 月

平成２６年 ６ 月

その他の経歴

平成 ８ 年 ９ 月

現 在 に 至 る
）農業に従事

）朝霞市職員



議案第４６号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市根岸台８丁目２番８号

髙野 和明

昭和３６年９月２５日生（５７歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市根岸台８丁目２番８号

髙野 和明

  写 真

学 歴

高校卒

職 業

農業

その他の経歴

昭和５６年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成２９年 ４ 月

平成３０年 ３ 月

）農業に従事

）あさか野農業協同組合東南部支部支部長



議案第４７号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市根岸台２丁目２番７６号

船本 弘行

昭和３７年２月２４日生（５６歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市根岸台２丁目２番７６号

船本 弘行

  写 真

学 歴

短期大学卒

職 業

農業

その他の経歴

昭和５７年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成１１年 ４ 月

平成１２年 ３ 月

平成２３年 ４ 月

平成２４年 ３ 月

）農業に従事

）朝霞市農業青年クラブ会長

）あさか野農業協同組合東第一支部支部長



議案第４８号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市泉水２丁目１番１７号

栗原 昌章

昭和３７年１１月１２日生（５６歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市泉水２丁目１番１７号

栗原 昌章

  写 真

学 歴

大学卒

職 業

農業

その他の経歴

平成１４年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成１７年 ４ 月

平成１８年 ３ 月

平成２３年 ４ 月

平成２４年 ３ 月

平成２９年 ４ 月

平成３０年 ３ 月

）農業に従事

）あさか野農業協同組合溝沼第一支部支部長

）あさか野農業協同組合溝沼第一支部支部長

）あさか野農業協同組合溝沼第一支部支部長



議案第４９号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市膝折町１丁目１２番２３号

金子 美身

昭和４７年２月２５日生（４６歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市膝折町１丁目１２番２３号

金子 美身

  写 真

学 歴

高校卒

職 業

農業

公職歴

平成 ８ 年 ４ 月

平成１４年 ３ 月

その他の経歴

平成１３年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成１３年 ４ 月

現 在 に 至 る

平成２８年 ４ 月

平成３０年 ３ 月

平成２８年１２月

平成３０年 ３ 月

）農業に従事

）埼玉県青少年相談員

）若菜会会員

）あさか野農業協同組合女性部朝霞支部副支部長

）あさか野農業協同組合女性部フレッシュミズ部会副部会長



議案第５０号

   農業委員会委員任命に関する同意を求めることについて

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第４条第１項の規定

に基づく農業委員会委員に次の者を任命したいので、同法第８条第１項の規定

により議会の同意を求める。

朝霞市朝志ケ丘４丁目６番７号 リヴェール朝志ケ丘３０６

千田 理恵子

昭和５０年１月２６日生（４４歳）

平成３１年２月２２日提出

                       朝霞市長 富岡 勝則  



経  歴  書

朝霞市朝志ケ丘４丁目６番７号

リヴェール朝志ケ丘３０６

千田 理恵子

  写 真

学 歴

高校卒

職 業

司法書士

その他の経歴

平成２５年１１月

現 在 に 至 る

平成２７年 ２ 月

現 在 に 至 る

平成２７年 ６ 月

現 在 に 至 る

平成３０年 ４ 月

現 在 に 至 る

）埼玉青年司法書士協議会入会

）埼玉青年司法書士協議会幹事

）東都生活協同組合食に関する活動グループ会計

）司法書士事務所開業



議案第５１号

   朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年朝霞市条例第２０号）

の一部を次のように改正する。

第７条中「の各号」を削る。

第１４条を次のように改める。

（保証人及び利率）

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てること

ができる。

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場

合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除

き年１．５パーセントとする。

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負

担するものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。

第１５条第１項中「（又は半年賦償還）」を「、半年賦償還又は月賦償還」

に改め、同条第３項中「、保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改

める。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第１４条及び第１５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後

に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付

けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に

対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

  平成３１年２月２２日提出

朝霞市長 富岡 勝則


